
１．法人名

２．庁舎の形態

３．節電区分

４．節電に係る数値目標

(１)公表値の目標

3,900 KW 3,900 KW 15 ％ 585 KW 3,315 KW

(２)作成する節電実行計画の目標

大口需要設備(契約電力５００KW以上) ○

合同庁舎(管理官署)
合同庁舎(入居官署)
その他(民間等)

区    　分 該当するものに○

節　電　実　行　計　画

（独）農業環境技術研究所

区    　分 該当するものに○ 管理官署名等
単独庁舎 ○

使用電力上限値H23契約電力 基準電力値 節電(削減)率 節電電力値

小口需要設備(契約電力５０KW未満)

小口需要設備(契約電力５０～５００KW)

つくば地区

施　　設　　名　　等

小口需要設備(電灯)

(２)作成する節電実行計画の目標

3,900 KW 3,900 KW 15 ％ 585 KW 3,315 KW

(昨年度実績値)

3,879 KW 3,879 KW 3,879 KW 3,843 KW

(参考情報)

10 日 22 日 8 日つくば地区

施　　設　　名　　等

施　　設　　名　　等

昨年度、使用電力上限値を超えた日数
H22.7 H22.8 H22.9

つくば地区

平成２２年度実績

最大電力使用量
月別使用電力量

H22.7 H22.8 H22.9

施　　設　　名　　等 節電(削減)率 節電電力値 使用電力上限値

つくば地区

基準電力値H23契約電力



５．節電計画 　

節電効果

(目標推計値)

(直接節電効果があるもの)

・未使用時は消灯

その他

研究用設備・機器

(直接節電効果があるもの)

▲　６０KW
主な研究用
設備・機器

・暖房便座、温水機能の使用禁止

廊下 ・蛍光灯の日中点灯抑制（ダミー管の転用）により必要最低
限の範囲で点灯

会議室

(間接的に節電効果があるもの)

共用部分

外灯
(直接節電効果があるもの)

・必要最低限の照明のみ点灯

電気ポット、電子
レンジ等

・蛍光灯の日中点灯抑制（ダミー管の転用）により必要最低
限の範囲で点灯

・蛍光灯の日中点灯抑制（ダミー管の転用）により必要最低
限の範囲で点灯

コピー機

FAX

・電気ポット等の使用制限

(直接節電効果があるもの)

(間接的に節電効果があるもの)

　▲　４６０KW 空調施設

研究室、実験室

・本館屋上での散水による温度上昇抑制

・温室、昆虫飼育室利用の集約化

・本館での一般空調運転時の個別空調使用は原則禁止

・別棟作業室等の個別空調使用は原則禁止

▲　１０KW

照　明
(共用部分は除

く）
▲　８０KW

(直接節電効果があるもの)

計 ▲　６２０KW

・ノートPCバッテリーの活用

(直接節電効果があるもの)

・長時間不在時は停止

・電力需要の少ない早朝等の冷凍機等の始動

・ブラインドの適切な調整

０KW

OA機器及び
その他機器

▲　１０KW
プリンター

トイレ

パソコン

区　　分 節電対象機器等 対　　　策

(直接節電効果があるもの)

エレベータ

・長時間不在時は停止

・プリンターのネットワーク化、稼働台数の制限

・冷凍庫、冷蔵庫の集約化

・大電力使用機器類の夏場の使用休止

・乾燥機等の使用抑制

(間接的に節電効果があるもの)

・断熱フィルムの貼付

空  調

・職員や来客者に対して掲示等により周知を行い、節電意識を高める

(直接節電効果があるもの)

(直接節電効果があるもの)

・会議室の利用抑制（原則午前中利用）

(直接節電効果があるもの)

・常用４台中２台の運転停止

(直接節電効果があるもの)
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